
静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部 第３回本部員会議

次 第

日時 令和２年３月２日（月）

午後４時30分～

場所 別館９階 特別第１会議室

１ 開 会

２ 報告事項

（１）新型コロナウイルス感染症の状況

（２）特別支援学校の臨時休校に関する県の対応

（３）各部局からの報告事項

３ 議 題

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策方針（案）について



令和2年3月2日

（件名）

新型コロナウイルス感染症の状況について

健康福祉部医療健康局

１ 患者発生状況

(1)クルーズ船受入患者 14人受入のうち11人退院

(2)県内発生患者 １名（静岡市在住者 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」下船者

２月28日判明）

２ ＰＣＲ検査件数

145件（1/22から3/1まで）

３ 帰国者・接触者相談センター相談受付件数

2,656件（2/10から2/27まで）

４ 帰国者・接触者外来受診件数

47件（2/10から2/27まで）

５ クルーズ船下船者

28人（2/19、2/20、2/21に下船し、3/4、3/5、3/6まで健康観察）

６ 帰国者・接触者外来設置状況

現状11医療機関 今後8医療機関追加予定

７ 入院受入可能病床

現状46床（第二種感染症指定医療機関） 今後39床（一般医療機関）追加予定



資料２

令和２年３月２日

臨時休校要請への対応（県立特別支援学校）

県教育委員会

国からの臨時休校の要請について、県立特別支援学校について、次のとおり方針を決

定した。

県立特別支援学校の対応方針

原則臨時休校とする。具体的な取扱いについては、文部科学省からの通知を踏まえ

て対応する。

・ 臨時休校の期間は、３月４日（水）から３月 19 日（木）までの 12 日間程度

・ 春季休業の期間は、３月 20 日(金)から４月５日(日)までの 16 日間程度

幼児児童生徒の居場所の確保、保護者の対応の観点から、臨時休校中もやむを得な

い場合は、学校で受け入れる。

＜参考＞

県立特別支援学校幼児児童生徒数 4,952 人

項目 対応 備考

卒業式

（卒園式）

必要最小限の人数に絞り、予定通り実施

（３月２日から 19 日までの間に実施）
改めて留意事項について周知

入学選考 感染予防を呼びかけ、予定通り実施
３月４日（水）本検査

受検者数等:５校・28 人

項目 対応 備考

幼児児童生

徒の居場所

（学校）

やむを得ず家庭や放課後等デイサービ

スで過ごすことが困難である場合、通学

している特別支援学校において受け入

れる。通常の授業に相当する時間を過ご

すこととする。

感染のリスクが高いため、スクールバス

の運行は停止する。給食の提供はしな

い。

健康福祉部福祉指導課、障害者

政策課との連携（放課後デイサ

ービスの時間の延長依頼等）



資料３

令和２年３月２日

経済産業部商工業局商工金融課

内線２５２５

（件名）

セーフティネット４号保証の指定

（新型コロナウイルス感染症対応）

１ 要旨

国は、全都道府県に対して、セーフティネット(ＳＮ)４号保証の地域指定の告示を本日

行った。県は、同日付で制度融資「経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」

にＳＮ４号保証を加え、中小企業の資金繰りを支援していく。

２ 制度内容

※ＳＮ４号保証の信用保証枠は、普通保証とは別枠で２.８億円が設定される。

保証限度額：普通保証 無担保８千万円 有担保２億円

ＳＮ４号保証 無担保８千万円 有担保２億円

資金名 経済変動対策貸付（新型コロナウイルス感染症対応枠）

区分 現行（2/12～）
ＳＮ４号保証告示後（3/2～6/1）

保証制度 普通保証 ＳＮ４号保証

要件

○売上高減少要件

新型コロナウイルス感染症によ

り、直近１か月間の売上高が前年

同月比 10％以上減少し、かつ今後

２か月間を含めた３か月間の売上

高が前年同期比 10％以上減少する

ことが見込まれる中小企業者

○売上高減少要件

新型コロナウイルス感染症によ

り、直近１か月間の売上高が前年

同月比 20％以上減少し、かつ今後

２か月間を含めた３か月間の売上

高が前年同期比 20％以上減少する

ことが見込まれる中小企業者

融資限度額 5,000 万円 同左

融資期間 10 年 同左

基準金利 2.07％ 1.97％

利子補給率 0.47％ 同左

融資利率 1.60％ 1.50％

保証料率 0.28～1.20％ 0.60％

融資枠
経済変動対策貸付

100 億円の内枠
同左

貸倒れ時の

負担割合

保証協会 80％

金融機関 20％ 保証協会 100％

５．６億円
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静岡県新型コロナウイルス感染症拡大防止 対策方針（案）

令和２年３月２日

２月２８日、本県においても新型コロナウイルスの感染者が確認され

た。新型コロナウイルス感染症については、これまで水際での対策が講

じられてきたが、ここに来て国内の複数地域で、感染経路が明らかでは

ない患者が散発的に発生しており、一部地域には小規模患者クラスター

（集団）が把握される状態になった。

この時期は、感染の流行を早期に終息させるための対策を講じるとと

もに、今後の国内患者数の大幅増に備えた医療提供体制などの準備期間

である。

県民への感染拡大を防ぎ、健康被害や生活への影響を最小限に抑える

ことを目的として、以下の対策を講じる。

１ 県民・企業・地域等に対する情報提供

(1) 県民に対する正確で分かりやすい情報提供や呼びかけを行い、冷静

な対応を促す。

・発生状況や患者の病態等の臨床情報等を正確に情報提供する。

・手洗い、咳エチケット等の一般感染対策を徹底する。

・発熱等の風邪症状が見られる場合の休暇取得、外出の自粛等を呼び

かける。

・感染が疑われる方は「帰国者・接触者相談センター」に相談するこ

とを周知する。

・一般的な相談については、疾病対策課及び保健所に設置した相談ダ

イヤルで対応することを周知する。

・感染への不安から適切な相談をせずに医療機関を受診することは、

かえって感染するリスクを高めることになること等を呼びかける。

(2) 患者・感染者との接触機会を減らす観点から、企業に対して発熱等

の風邪症状が見られる従業員等への休暇取得の勧奨、テレワークや

時差出勤の推進等を呼びかける。

資料４
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(3) イベント等の開催について、３月前半の２週間は、感染拡大防止の

ため重要な時期であることから、イベント等の中止、延期又は規模

縮小等の対応を要請する。

２ 県内での感染状況の把握（検査体制の強化）

・感染症法に基づく医師の届出による擬似症患者を把握し、医師が必

要と認めるＰＣＲ検査を実施する。

患者が確認された場合には、感染症法に基づき、積極的疫学調査に

より濃厚接触者を把握する。

・クルーズ船下船者に対する健康観察を適切に行う。

・県、政令市の地方衛生研究所のほか、医療機関や民間の検査機関に

おける検査機能の向上を図る。

＜今後の対応＞

県内で患者数が大幅に増加し、全件ＰＣＲ検査を実施すると重症者

に対する検査に支障が出るおそれがあると判断される場合は、重症化

防止の観点から、入院を要する肺炎患者等の診断・治療に要する検査

を優先する。

３ 感染拡大防止策

・医師の届出等で、患者確定例を把握した場合、感染症法に基づき、

保健所で積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者に対する健康観察、

外出自粛の要請等を行う。

・高齢者施設等における施設内感染対策を徹底する。

・公共交通機関、道の駅、その他の多数の人が集まる施設における感

染対策を徹底する。

４ 医療提供体制（相談センター、外来、入院）

・新型コロナウイルスへの感染を疑う方からの相談を受ける帰国

者・接触者相談センターにおいて、２４時間対応を行う。

・感染への不安から帰国者・接触者相談センターへの相談なしに医療
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機関を受診することは、かえって感染リスクを高めることから、ま

ずは帰国者・接触者相談センターに連絡いただくこと、新型コロナ

ウイルスへの感染を疑う場合は、感染状況の正確な把握、感染拡大

防止の観点から、同センターを通じ帰国者・接触者外来へ誘導する

ことを周知徹底する。

・帰国者・接触者外来で新型コロナウイルス感染症を疑う場合、擬似

症患者として感染症法に基づく届出とＰＣＲ検査を実施する。

必要に応じて、感染症法に基づく入院措置を行う。

・今後の患者数の増加等を見据え、帰国者・接触者外来の拡大や入院

病床の確保を進める。

・医療関係者等に対して、適切な治療法の情報提供を行う。

・院内感染対策の更なる徹底を図る。

＜今後の対応＞

【外来診療】

県内で患者数が大幅に増加し、帰国者・接触者外来での患者への医

療提供に支障をきたすと判断した場合には、今後、以下の事項につ

いて進める。

・外来での対応については、一般の医療機関で、診療時間や動線を

区分する等の感染対策を講じた上で、新型コロナウイルスへの感

染を疑う患者を受け入れる。

・関係機関と協議し、新型コロナウイルスを疑う患者の診察を行わ

ない医療機関（例：透析医療機関、産科医療機関等）を設定する。

・風邪症状が軽度である場合は、自宅での安静・療養を原則とし、

状態が変化した場合に、相談センター又はかかりつけ医に相談し

た上で受診すること、高齢者や基礎疾患を有する者については、

重症化しやすいことを念頭に、より早期・適切な診療につなげる。

・医療機関における感染制御に必要な物品を確保する。

【入院治療】

県内で患者数が大幅に増加し、重症者や重症化するおそれが高い者

に対する入院医療の提供に支障をきたすと判断した場合には、以下
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の事項について進める。

・患者の更なる増加や新型コロナウイルス感染症の特徴を踏まえた、

病床や人工呼吸器等の確保や県内の医療機関の役割分担（例：集

中治療を要する重症者を優先的に受け入れる医療機関等）など、

適切な医療の提供体制を整備する。

・医療機関における感染制御に必要な物品を確保する。（再掲）

・高齢者施設等において、新型コロナウイルスへの感染が疑われる

者が発生した場合には、感染拡大防止策を徹底するとともに、重

症化のおそれがある者については円滑に入院医療につなげる。

【患者搬送】

・市町、医療機関、消防機関等の関係者と協議を行い、重症患者が

発生した場合の民間救急サービスや自衛隊への協力依頼を含めた

搬送体制を構築する。

５ その他

・患者や対策に関わった方々等の人権に配慮した取組を行う。

・「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対

策（サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制）の移行につ

いて」（令和２年３月１日 厚生労働省新型コロナウイルス感染症

対策推進本部）を踏まえた対策を推進する。

６ 今後の進め方

・今後、国基本方針等に基づき、順次、厚生労働省をはじめとする各

府省が連携の上、今後の状況の進展を見据えて、所管の事項につい

て、関係者等に所要の通知を発出するなど各対策の詳細が示される

ことから、県においては、国の通知を踏まえて、対策を実施してい

く。

・なお、対策の推進に当たっては、市町や関係団体の意見をよく伺い

ながら進めることとする。

・市町や関係団体の意見を踏まえ、国に対して積極的に提案・要望を

行っていく。












